
 

流山市地域公共交通活性化協議会準備会及び  

第 1 回流山市地域公共交通活性化協議会  

議案決議結果（承認日令和２年４月２２日）  

議案番号  賛成  反対  修正点等  

議案第 1 号  

「 協 議 会 規 約 」  

 

２５  ０  

第 1 条中「地域公 共 交通網形成計画」→「 同法

第 5 条に規定する計 画」  

第 4 条 中 6 号削除以 下号番号繰り上げ  

議案第２号  

「 会 長 副 会 長 の 選 任

に つ い て 」  

 

２５  ０   

議案第３号  

「 協 議 会 会 議 運 営 規

程 」  

 

２５  ０  

第 １ 条 中 「 こ の 規定 」→「 こ の 規 程 」  

第 6 条第１項中「規 程」→「規定」  

第 8 条第１項中「なら あない。」→「ならな い 。」 

議案第４号  

「 協 議 会 事 務 局 規

程 」  

 

２５  ０  

第 １ 条 中 「 こ の 規定 」→「 こ の 規 程 」  

第１条中「規約第 １ １条第 ４ 項」→「規約 第 １

１ 条 第 ３ 項 」  

議案第５号  

「 協 議 会 財 務 規 程 」  
２５  ０  

第 １ 条 中 「 こ の 規 定 」 → 「 こ の 規 程 」  

第 4 条中「規定予算 」→「既定予算」  

第 10 条 第 2 項 中 「 規 約 第 １ 5 条」→「規 約第

１ 4 条 」  

議案第６号  

「 令 和 ２ 年 度 予 算

書 」  

 

２５  ０   

議案第７号  

「 業 者 選 定 方 法 」  

 

２５  ０  

プ ロ ポ ー ザ ル 要 綱 に つ い て 、 事 業 者 へ の ヒ ア

リ ン グ に つ い て 追 加 し て は ど う か 。  

P3 の「ライドシェ ア 」は削除してはどう か。  

※ 議 案 第 １ 号 ～ 第 ７ 号 に つ い て 、 上 記 の と お り 全 会 一 致 で 可 決 さ れ ま し た 。  

※ な お 、 議 案 第 1 号 、 第 ３ ～ ５ 号 、 第 ７ 号 に つ い て 、 各 委 員 か ら ご 意 見 が あ り 、 事 務 局 に

お い て 検 討 し た 結 果 、 軽 微 な 修 正 と し て ご 意 見 の と お り 修 正 い た し ま し た 。  

※ 議 案 第 ７ 号 に 関 連 し て 配 布 さ せ て い た だ い た 「 流 山 市 地 域 公 共 交 通 網 形 成 計 画 策 定 調 査

委 託 提 案 募 集 要 項（ 案 ）」に つ い て は 、各 委 員 か ら の ご 意 見 を 踏 ま え 、現 在 修 正 中 で あ る た

め 、 公 表 時 期 に つ い て 、 当 初 予 定 よ り 遅 れ る 事 に つ い て ご 了 承 願 い ま す 。   



 

流山市地域公共交通活性化協議会規約  

（目的）  

第１条  流山市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）は、

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９

号）第６条第１項に基づき、地域公共交通網形成計画の策定及び実施

に関する協議並びに道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び道

路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）に基づく協議会に

おける協議を行うことを目的とする。  

（事務所）  

第２条  協議会の事務所は、千葉県流山市平和台１丁目１番の１、流山

市役所内に置く。  

（事業）  

第３条  協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。  

（１）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条に規定する計

画の作成及び変更に関すること。  

（２）前号の計画に位置付けられた事業の実施に関すること。  

（３）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び道路運送法施行規

則（昭和２６年運輸省令第７５号）に基づく協議会における協議に

関すること。  

（４）前各号に掲げるもののほか、市内の公共交通の事業の実施に当た  

り必要なこと。  

（組織）  

第４条  協議会の委員は、次に掲げる者で構成する。  

（１）学識経験のある者  

（２）関係する公共交通事業者等  

（３）一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業

者及びその組織する団体  

（４）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団

体  

（５）関係する道路管理者  

（６）関係する公安委員会  

（７）公共交通利用者（流山市民）  

（８）地方運輸局長  

議案第１号  



 

（９）関係する行政機関  

（１０）流山市  

（会長及び副会長）  

第５条  会長及び副会長は、委員の互選により定める。  

２  会長は協議会を代表し、その会務を総理する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合には、その職務を

代行する。  

４  第１項の規定にかかわらず、協議会の開催が困難な場合には、書面

による選任を行うことができるものとする。  

（任期）  

第６条  委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。  

２  欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とす

る。  

３  前２項の規定にかかわらず、組織等が指名する委員について、同項

の任期中に当該指名時に就いている職から別の職に変わるとき又は当

該組織等に属さなくなるときは、当該組織等は、新たに委員とするべ

き者の指名をするものとする。この場合において、当該指名を受けた

委員の任期は前任者の残任期間とする。  

（会議）  

第７条  協議会の会議（  以下「会議」という。） は会長が招集し、会長

が議長となる。  

２  会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただ

し、欠席する委員からあらかじめ会長あてに、その権限を会長に委任

する旨の届出があったときは、当該欠席委員の数を出席委員の数に加

えることができる。  

３  委員は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ会長あてに届出

のあった代理人を協議会に出席させることができる。この場合、当該

代理人には、当該委員と同一の権限を付与するものとする。  

４  会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決

するところによる。  

５  会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公

正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるときには非公開で

行うものとする。  



 

６  協議会は必要があると認めるときは、委員以外の者に対して資料を提

出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。  

７  前各号に定めるものの他、会議の運営に関し必要な事項は会長が別に

定める。  

８  前各項の規定にかかわらず、会議の開催が困難な場合には、書面に

よる開催ができるものとする。  

９  前項の規定による書面による開催にあたっては、議案の概要を記載

した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果

をもって会議の議決に代えることができる。  

（協議結果の尊重義務）  

第８条  協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその

協議結果を尊重しなければならない。  

（分科会）  

第９条  第３条各号に掲げる業務について専門的な調査、検討を行うた

め、必要に応じ協議会に分科会を設置することができる。  

２  分科会の組織、運営その他必要な事項は会長が別に定める。  

（委員の派遣）  

第１０条  第３条各号に掲げる業務について専門的な調査、検討を行う

ため、市民等の要請に基づき、必要に応じ協議会の委員を市民等で構

成される組織へ派遣することができる。  

（事務局）  

第１１条  協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。  

２  事務局は交通計画を所管する課に置き、会議の庶務を行うものとする。 

３  事務局に関し必要な事項は会長が別に定める。  

（経費）  

第１２条  協議会の運営に要する経費は、流山市の負担金、国からの補

助金、その他の収入をもって充てる。  

（財務に関する事項）  

第１３条  協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項

は、会長が別に定める。  

（監査）  

第１４条  協議会に監査委員を置く。  

２  協議会の出納監査は、会長が指名する第４条に規定する委員が行う。 



 

３  監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。  

（報酬及び費用弁償）  

第１５条  委員等が協議会等に出席したときには、予算の範囲内で報酬

を支給することができる。  

２  委員等が職務のために要した旅費等の費用は、予算の範囲内で弁償す

ることができる。  

３  報酬及び旅費等の支給については、流山市の例によるものとする。  

（補則）  

第１６条  この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な

事項は、会長が協議会に諮って定める。  

附  則  

この規約は、令和２年４月２２日から施行する。  



 

議案第２号  

 

 

 

会長及び副会長の選任について  

 

役職名  委員名  要綱  

 

会長  

 

 

加藤  博和  様  

 

学識経験者  

（名古屋大学教授）  

 

副会長  

 

 

藤井  敬宏  様  

 

学識経験者  

（日本大学教授）  

 

 

 



 

流山市地域公共交通活性化協議会会議運営規程  

（趣旨）  

第１条  この規定は、流山市地域公共交通活性化協議会規約（以下、「規

約」という。）第７条第７項の規定に基づき、流山市地域公共交通活性

化協議会（以下、「協議会」という。）の会議（以下、「会議」という。）

の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（基本方針）  

第２条  会議は、原則として公開とする。ただし、委員の過半数の合意

があったときは、会議の一部又はその全部を非公開とすることができ

る。  

２  会議の運営に際しては、公平で公正な協議の推進に努めるものとす

る。  

（議長等の責務）  

第３条  議長は、迅速かつ能率的に会議の運営に努めなければならない。 

２  委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければ

ならない。  

３  議長は、議決の際には、委員の挙手を求めることとし、その結果を

宣言するものとする。  

（会議の開催等）  

第４条  会議の開会及び閉会は、議長が宣言するものとする。  

２  委員及び委員以外のオブザーバーは、議長の許可を得た後、発言す

るものとする。  

（会議録の調整）  

第５条  会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとす

る。  

（１）開催の日時及び場所  

（２）出席者の氏名  

（３）議題及び議事の要旨  

（４）前各号に定めるものの他、会長が必要と認めた事項  

（会議録の公開）  

第６条  会議録及び会議資料は、原則として公開する。ただし、第２条

第１号ただし書きの規程により、非公開とされた部分については非公

開とすることができる。  

議案第３号  



 

２  前項に規定する公開に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定

める。  

（傍聴）  

第７条  何人も、第２条第１項ただし書きの規定により会議が非公開に

されたときを除き、会議を傍聴することができる。  

２  会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

（規律）  

第８条  何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事を妨げ

る行為をしてはならあない。  

２  会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の

許可を得なければならない。  

（雑則）  

第９条  この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、

会長が会議に諮り別に定める。  

附  則  

この規程は、令和２年４月２２日から施行する。  

 



 

流山市地域公共交通活性化協議会事務局規程  

（趣旨）  

第１条  この規定は、流山市地域公共交通活性化協議会規約第１１条第

４項の規定に基づき、流山市地域公共交通活性化協議会（以下、「協議

会」という。）の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（所掌事務）  

第２条  事務局は、次に掲げる事項を所掌する。  

（１）協議会の会議に関すること。  

（２）協議会の資料作成に関すること。  

（３）協議会の庶務に関すること。  

（４）前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項。  

（事務局長等）  

第３条  事務局長は、流山市まちづくり推進部まちづくり推進課長をも

って充てる。  

２  事務局次長は、流山市まちづくり推進部まちづくり推進課交通計画

推進室長をもって充てる。  

３  事務局員は、流山市まちづくり推進部まちづくり推進課交通計画推

進室職員をもって充てる。  

（専決事項）  

第４条  事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、

異例又は重要と認められる事項はこの限りでない。  

（１）事務局の運営に関すること。  

（２）物品の購入その他協議会運営に必要な契約の締結に関すること。  

（３）物品及び現金の出納に関すること。  

（４）前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。  

（文書の取扱い）  

第５条  事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他の文

書に関し必要な事項は、流山市において定められている公文書の取り

扱いの例による。  

（公印の取扱い）  

第６条  協議会の公印の種類は、会長印とし、公印の名称、形状、書体、

寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。  

２  協議会の公印の保管、取扱い等については、流山市において定めら

議案第４号  



 

れている公印の取扱いの例による。  

（雑則）  

第７条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮

り別に定める。  

附  則  

この規程は、令和２年４月２２日から施行する。  

 

別表  

名称  形状  書体  寸法  用途  個数  管理者  

流山市地域

公共交通活

性化協議会

会長之印  

 

てん書  
方２４  

ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 

会長印

をもっ

て発す

る文書  

１  
事務局

長  

 



 

流山市地域公共交通活性化協議会財務規程  

（趣旨）  

第１条  この規定は、流山市地域公共交通活性化協議会規約（以下、「規

約」という。）第１３条の規定に基づき、流山市地域公共交通活性化協

議会（以下、「協議会」という。）の財務に関し、必要な事項を定める

ものとする。  

（会計年度）  

第２条  協議会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終

了する。  

（予算）  

第３条  協議会の予算は、国からの補助金、流山市からの負担金、繰越

金及びその他の収入をもって歳入とする。また、協議会の運営及び事

業に係る経費をもって歳出とする。  

２  協議会の会長（以下、「会長」という。）は、毎会計年度予算を調整

し、年度開始前に協議会に諮り、その承認を得るものとする。  

３  会長は、前項の規定により、予算が協議会の承認を得たときは、当

該予算書の写しを速やかに流山市長に提出しなければならない。  

（予算の補正）  

第４条  会長は、会計年度の途中において、規定予算に補正の必要が生

じたときは、これを調整し、速やかに協議会に諮るものとする。  

２  前項の規定により協議会の承認を得た場合には、前条第３項の規定

を準用する。  

（予算区分）  

第５条  歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第１のとおりとする。  

２  歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。  

３  会長は、当該年度において臨時かつ特別な理由があるときには、別

表第１及び第２に定める以外の項及び目を定めることができる。  

（予算の流用）  

第６条  歳出予算の流用は、流山市の例によるものとする。  

２  会長は、前項の規定により歳出予算の流用をしたときは、直近の協

議会に報告しなければならない。  

（出納及び支出の手続き）  

第７条  協議会の出納は、会長が行う。  

議案第５号  



 

２  協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなけれ

ばならない。  

（協議会出納員）  

第８条  会長は、協議会の事務局職員の中から協議会出納員を命じるこ

とができる。  

２  協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務

をつかさどる。  

（収入及び支出の手続き）  

第９条  協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、流山市の例によ

り行うものとする。  

２  協議会出納員は、次に掲げる簿冊を整え、出納の管理を行うものと

する。  

（１）予算整理簿  

（２）その他必要な簿冊  

（決算等）  

第１０条  会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、協議会の決算を調整

し、協議会の承認を得るものとする。  

２  会長は、前項の承認を得るに当たっては、規約第１５条の規定によ

り定められた監査委員の監査を受け、その結果を添えなければならな

い。  

３  会長は、第１項の規定により協議会の承認を得たときは、当該決算

書の写しを速やかに流山市長に送付しなければならない。  

（雑則）  

第１１条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規程は、令和２年４月２２日から施行する。  

（協議会設立年度における予算措置の特例）  

２  協議会の設立当初の会計年度は、第２条の規定にかかわらず、協議

会が設立された日から翌３月３１日までとする。  

 

 

 



 

別表第１  

款  項  目  

１  負担金  １  負担金  １  負担金  

２  国庫補助金  １  国庫補助金  １  国庫補助金  

３  諸収入  １  預金利子  １  預金利子  

 

別表第２  

款  項  目  

１  総務費  １  総務費  
１  会議費  

２  事務費  

２  事業費  １  事業費  １  調査研究費  

３  返還金  １  返還金  １  返還金  

 

 



議案第６号

１　歳入

（単位：円）

１負担金 10,425,000 １負担金 10,425,000 １負担金 10,425,000

２国庫補助金 5,000,000 １国庫補助金 5,000,000 １国庫補助金 5,000,000

３諸収入 1,000 １預金利子 1,000 １預金利子 1,000

２　歳出

１会議費 425,000

２事務費 1,000

２事業費 10,000,000 １事業費 10,000,000 １調査研究費 10,000,000

３返還金 5,000,000 １返還金 5,000,000 １返還金 5,000,000

令和２年度　流山市地域公共交通活性化協議会　収支予算書

款 項 目

合　計 15,426,000

款 項 目

合　計 15,426,000

１総務費 426,000 １総務費 426,000



 

議案第７号  

 

 

 

計画策定に係る業者選定方法について  

 

選定方法  

公募型プロポーザル方式とし、選定委員会を設置して選定

する。  

別添「流山市地域公共交通網形成計画策定調査業務委託提

案募集要項（案）」のとおりとする。  

選定委員会  

委員長  

名古屋大学  教授  加藤  博和  様  

※他の選定委員については委員長が指名する。  

選 定 委 員 会

事務局  
流山市まちづくり推進部まちづくり推進課  

予算  歳出「２款  １項  １目  調査研究費」の範囲内とする。  
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流山市地域公共交通網形成計画策定調査業務委託提案募集要項（案） 

令和２年４月２２日策定予定 

流山市地域公共交通活性化協議会 

 

1.募集の趣旨 

流山市では、交通状況として、これまでＪＲ常磐線、東武野田線（東武アーバンパークライ

ン）、流鉄流山線及びＪＲ武蔵野線の４路線の各駅が交通の要所となっていましたが、平成１７

年に、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの開業により、当該鉄道駅を中心としたまちづく

りが進行し、新たな市街地が形成されています。 

バス交通については、京成バス株式会社、東武バスイースト株式会社、東武バスセントラル

株式会社の３事業者により、主に駅と駅を結ぶ路線として２７路線が運行しています。また、

市では、民間バス路線を補完する形で、駅と住宅地とを結ぶ路線として、コミュニティバスで

ある流山ぐりーんバスを６路線運行しています。 

その後、つくばエクスプレスの開業による年少人口の増加や、超高齢化社会の到来により、

近年急激に市内の公共交通、特にバスなどの地域内交通に関する需要が高まってきており、こ

れらに対応する交通手段について検討する必要が生じてきています。 

こうした背景を踏まえ、流山市では、今年度、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

第５条に基づく地域公共交通網形成計画（以下、「本計画」という。）の策定を目指しています。 

このことから、流山市地域公共交通活性化協議会（以下、「本協議会」という。）では、本計

画の策定に向けた実態調査の実施及び地域に必要な公共交通案を検討し、協議を行うこととし

ました。 

本業務は、本協議会において協議を行うために必要な実態調査の整理・分析や協議を行った

公共交通案のとりまとめなどについて、専門的見地を備えたコンサルタントに業務支援を委託

するものです。 

 

2.業務概要 

2.1業務の名称 

流山市地域公共交通網形成計画策定調査業務委託 

2.2事業期間 

契約締結日の翌日から令和３年３月３１日とします。 

2.3委託金額 

本業務における業務委託費は税込１０，０００千円以内とします。 

2.4業務内容 

(1)業務内容 

 本業務は、以下の業務について支援するものです。 

① 交通に関わる実態の整理 

・流山市全域及び公共交通として関連づける必要がある近隣市の一部について、実態調査を

下記のとおり行うものです。 
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 ア．現況調査 

 ・エリア別人口のデータについて把握する。１００ｍメッシュを単位として、総人口、高齢

者人口、高齢者世帯の人口、単身高齢者人口、年少人口、生産年齢人口（通勤・通学人口）、

従業人口、将来人口推計等を整理します。 

 ・公共交通の目的地となる施設の立地状況について把握します。対象となる施設は公共交通

の利用状況を踏まえ選定します。 

・道路の整備状況について把握します。道路の幅員や延長、交通規制や通学路の有無、渋滞

状況などについて整理し、主にバスなどの公共交通機関が安全に通行できる道路について

把握します。 

・地形状況について把握します。高低差、トンネルや河川などの通行の支障となる地形物に

ついて整理を行い、次の公共交通の利用圏域に反映します。 

イ．公共交通の利用状況 

 ・公共交通の利用状況について把握します。 

 ・バスについては、バス停別乗降者数、バス停圏域人口の整理し、人口とバス利用の関係性

を解析します。また、収支率についても事業者から情報が得られる範囲で整理を行い、流

山市内の利用者の需要特性を把握します。 

 ・その他公共交通機関についても、事業者から情報が得られる範囲で、利用者数や利用圏域

人口を整理します。 

 ウ．地区間の移動交通量 

 ・地区間の移動交通量について把握します。携帯電話のビックデータを活用し、時間帯別（１

時間単位）で５００ｍメッシュ間の移動者数（ＯＤ交通量）を年齢別に整理します。 

 エ．需要予測 

 ・交通空白地域に対して、地域の声を踏まえた交通手段や経路等の需要を把握します。必要

に応じて実証実験の実施を検討します。 

 ②市民アンケート調査 

・流山市民を対象（３，０００世帯／郵送配布・郵送回収）に、アンケート調査を実施し、

移動の実態、公共交通の利用状況、これまでの公共交通施策への意向、公共交通に関する

需要等を把握します。 

 ③公共交通の実態・課題の整理 

 ・①公共交通に関わる実態の整理、②市民アンケート調査の結果をもとに、これまでの公共

交通施策の検討を行います。 

 ・さらに、現状及び将来に向けて対応すべき課題を整理します。 

 ④基本方針・目標の設定 

 ・③の公共交通の実態・課題の整理を踏まえて、流山市における公共交通の基本方針と定量

的な目標・指標を設定します。 

 ⑤公共交通施策の検討 

 ・本協議会が協力して進めていく公共交通施策について検討します。 

 ・公共交通施策の検討にあたっては、流山ぐりーんバスを含む市内バス路線の再編、事業者
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間連携による公共交通サービスの向上、流山市が行っている高齢社会対応既存交通補完研

究事業における勉強会等を考慮するものとします。 

 ⑥実施計画の作成 

 ・公共交通策の中から、優先的に実施する重点施策を抽出し、公共交通機関の運行に関わる

内容、実施主体、実施スケジュールなどを具体化し、実施計画を策定します。 

 ・また、実施にあたっては、 

 ⑦推進方策の検討 

 ・本計画の推進体制や進行管理の内容など、推進方策を検討します。 

 ⑧計画のとりまとめ 

 ・上記の検討を踏まえ、流山市地域公共交通網形成計画（案）をとりまとめます。 

 ⑨協議会の運営支援 

 ・本協議会の運営を支援します。会議の資料作成、議事録の作成等、事務局の運営を支援し

ます。 

(2)業務において留意する事項 

①地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正 

・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正が行われる予定であることから、国の

動向を確認し、本業務の遂行にあたっては、改正後の法律にも対応することとしてくださ

い。 

②関連する法令・計画等 

 ・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律・施行令・施行規則 

 ・地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針 

 ・道路運送法・施行令・施行規則 

 ・交通政策基本法 

 ・流山市総合計画、流山市都市計画マスタープラン、流山市立地適正化計画 

 ・流山市公共交通体系策定調査 

 ・この他、関係する法令等を参照してください。 

 ③新技術について 

 ・ＭａａＳ、自動運転、ライドシェア等の新技術の活用可能性についても整理を行うことと

します。 

 ④超高齢化社会への対応 

 ・超高齢化社会へ対応する公共交通策についても検討してください。運転免許証返納者や地

域の公共交通利用者と福祉的移動サービス利用者との中間に位置づけられる利用者への対

応について、将来的なことも踏まえ、整理を行うこととします。 

(3)成果品 

・本業務における成果品は、次のとおりとします。 

  ア 報告書一式（Ａ４版、縦型、横書き、左とじ。）１部 

  イ 報告書の電子データ（ＣＤ－ＲＯＭ）１枚 

  ウ 流山市地域公共交通網形成計画印刷版 １００部 
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(4)業務スケジュール 

・本業務のスケジュールは、次のとおりとします。なお、具体的なスケジュールについては、

契約締結後、本協議会と協議の上、決定するものとします。 

項目 
R2 

6 月 

 

9 月 

 

12 月 

R3 

3 月 

①交通に関わる実態の整理     

②市民アンケート調査     

③公共交通の実態・課題の整理     

④基本方針・目標の設定     

⑤公共交通施策の検討     

⑥実施計画の作成     

⑦推進方策の検討     

⑧計画のとりまとめ     

⑨協議会の運営支援     

※本スケジュールは現時点での想定です。今後、変更となる場合があります。 

3.応募条件 

3.1応募者 

(1)応募者は、本業務を実行する能力を有する単独企業あるいはグループ（複数の企業の共同）

とします。 

(2)グループで応募する場合は、主たる役割を担う代表者を 1 者選定してください。 

(3)応募者は、応募を含むそれ以降の本業務に係る協議、契約等にかかる諸手続を行います。 

3.2応募者の役割 

応募者は、最優秀提案に選定され、本協議会と契約して受託者となった場合には、受託者と

して本業務を確実に履行します。 

3.3応募者の資格 

応募者の資格要件は次のとおりとします。なお、グループの場合は、グループとしてこれら

の要件を満たす必要があります。 

(1)応募者は、「7.提案時提出書類」に示す提出書類により、本募集要項内容を充分に遂行でき

ると認められる者であること。 

(2)応募者は、本協議会や必要に応じて行う関係者との協議・調整に必要な能力を有し、本業務

に関連する諸条件の変更等について柔軟な対応ができる者であること。 

(3)主たる役割を担う応募者は、５年以内に類似業務の実績があり、経営等の状況が良好である

こと。 

3.4応募者の制限 

本募集要項公表の日から提案書提出日までの間において、次の要件のいずれかに該当する者

は、応募者及び応募者の構成員となることができません。 

(1) 流山市指名競争入札参加資格業者指名停止基準（平成 3 年 4 月 1 日制定）に基づく指名停
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止、又は流山市建設工事等暴力団対策措置要綱（平成 19 年 6 月 1 日制定）に基づく指名除

外を受けている者。 

(2)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者。 

(3)手形交換所による取引停止処分を受けてから 2 年間を経過していない者、または本業務の提

案書提出日の前 6 か月以内に不渡り手形若しくは不渡り小切手を出した者。 

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律 77 号）第 3 条または第 4

条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配

人その他の使用人または入札代理人として使用している者。 

(5)商法（明治 32 年法律第 48 号）の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。 

(6)民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの

再生手続開始決定がされている者。 

(7)会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの

更生手続開始決定がされている者。 

(8)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する事業者またはこれに準ずる者として、国

土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者。 

(9)応募資格申請書に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者。 

(10)法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者。 

3.5応募に関する留意事項 

(1)費用負担 

応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。 

(2)提出書類の取り扱い・著作権 

提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属しますが提出書類は返却しません。本協議会

は提案募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはありません。協

議の過程において、本事業の関係者等が、守秘義務を遵守したうえで受託者の応募書類を、本

業務の実施または質の向上のために閲覧する可能性があります。 

(3)特許権 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外の国の

法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、アイデアなどを使

用した結果生じる責任は、受託者が負うものとします。 

(4)本協議会からの提示資料の取り扱い 

本協議会が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用しないこと。また、応募者は、

応募にあたって知り得た情報を第三者に漏らさないこと。 

(5)1応募者の複数提案の禁止 

1 応募者は、1 つの提案しか行うことができません。 

(6)複数の応募者の構成員となることの禁止 

1 応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできません。 

(7)本業務の趣旨の理解 

 応募にあたっては、本業務の趣旨をどのように理解し、解決するのかを明確にした提案とし
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てください。 

(8)法令等の遵守 

 提案にあたっては、事前に応募者の責任において関係法令等を確認してください。なお、契

約後、業務実施時における法令適合のリスクは、受託者に属することとします。 

(9)構成員の変更の禁止 

応募者の構成員の変更は認めません。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本協議会

と協議を行い、本協議会がこれを認めたときはこの限りではありません。 

(10)提出書類の変更禁止 

いったん提出した書類の変更はできません。ただし、提出書類に脱漏または不明確な表示等

があり、かつ、本市が変更を認めたときはこの限りではありません。 

(11)虚偽の記載の禁止 

企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効とします。 

 

4.事業者選定の流れ 

4.1応募者 

応募者は、「3.応募条件」で定める資格要件を満たす者とします。 

4.2応募資格要件の確認 

応募者の資格要件を確認し、条件を満たす応募者の提案を有効提案として、4.3 最優秀提案

の選定を行います。 

4.3最優秀提案の選定 

流山市地域公共交通網形成計画策定調査業務委託に関する選定委員会（以下「選定委員会」

という。）において、提案の中から 1件の最優秀提案及び順位をつけて数件の優秀提案を選定し

ます。 

4.4詳細協議 

最優秀提案をした者は本協議会と契約を締結するために、本協議会と本業務について詳細協

議を進めるものとします。なお、この際の協議は、受託者が行った提案の範囲内で行うものと

し、費用は受託者の負担とします。 

4.5優秀提案の応募者の扱い 

本市は、最優秀提案の応募者との契約協議が整わない場合は、優秀提案をした者のうち上位の

者から順に同様の詳細協議を行う可能性があります。 

4.6事務局 

本提案募集に係る事務局は、次のとおりとします。 

窓口：流山市地域公共交通活性化協議会事務局  

流山市まちづくり推進部まちづくり推進課  

住所：〒270-0192 流山市平和台 1 丁目 1 番地の 1 

電話：04-7150-6090 電子メール：koutsu@city.nagareyama.chiba.jp 
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5.提案募集スケジュール 

5.1日程 

提案の募集及び選定は、次の日程（予定）で行います。 

募集要項の公表（流山市ホームページに掲載） 令和２年４月２３日 

募集要項に関する質問の受付 令和２年４月２３日～５月８日 

質疑回答（流山市ホームページに掲載） 令和２年５月１３日 

企画提案書の受付 令和２年５月１３日～５月２２日 

結果通知 令和２年６月上旬 

契約の締結 令和２年６月上旬 

※国の補助金の交付決定後となります。交付決定の

時期については遅れる可能性もあります。 

5.2提案募集の手続き 

(1)募集要項の公表等 

募集要項は、令和２年４月２３日から、流山市のホームページにて公表します。 

①募集要項に対する質問 

本要項に関する質問は、次により行ってください。なお、質問は 5.1 日程に定める期間中に

行ってください。各社の質問回数は 1 回限りとします。 

②質問の方法 

質問は、会社名・担当者名・連絡先を明らかにしたうえで、任意様式により事務局に持参、

郵送、または電子メールにより提出してください。郵送、電子メールの場合は、必ず事務局へ

到着を確認してください。なお、電話、口頭による質問は受け付けません。 

③質問の受付期間 

令和２年４月２３日～５月８日（午後 5 時必着） 

持参の場合の受付時間は、午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

④回答 

令和２年５月１３日に、流山市のホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行い

ません。なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとします。 

(2)企画提案書の提出 

応募者は、｢7.提案時提出書類｣に従い企画提案書を作成し、4.6 事務局へ持参で提出してくだ

さい。なお、提出日時については、あらかじめ電話にて予約してください。 

①受付期間 

令和２年５月１３日～５月２２日（受付時間は、午前 8 時 30 分から午後 5 時まで） 

 

6.審査及び審査結果の通知 

6.1審査 

選定委員会事務局にて資格審査を行った上で、「4.事業者選定の流れ」に基づき提案審査を行

います。必要に応じて応募者に対し個別のヒアリングを行うこととします。個別ヒアリングを
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行う場合は、応募者に別途通知することとします。 

なお、提案者が 1 者であった場合でも、その資格を満たした上でその総得点が各委員の合計

得点の半数以上であれば当該提案を有効とします。 

(1)提案の中から最も適格とされる最優秀提案を 1 件、及び順位を付してその他数件の優秀提案

を選定します。 

(2)最優秀提案者を本業務の随意契約の対象者とします。また、優秀提案者の順位をつけて次選

交渉権者とします。 

6.2審査結果の通知及び公表 

(1)審査結果は、文書で通知するものとします。 

(2)審査結果に対する異議を申し立てることはできません。 

(3)審査結果は、流山市のホームページで公表します。 

(4)審査結果・審査内容に関する問い合わせには、一切お答えできません。 

6.3失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

(1)期限までに書類が提出されない場合 

(2)提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3)審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

(4)本募集要項に違反すると認められる場合 

 

7.提案時提出書類 

7.1提案時の提出書類 

次の提出書類を A4 縦長ファイルに綴じたものを、企画提案書として５部提出してください。

（ファイルの表紙、背表紙には事業名、応募者名を記載してください。） 

(1)提案者の会社概要（様式 3-1） 

(2)類似業務の実績一覧（様式 3-2） 

(3)業務の実施体制（様式 3-3） 

(4)業務のフロー及びスケジュール（様式 3-4） 

(5)内訳書（様式 4） 

(6)本業務の実施方針（様式 5） 

(7)本業務に対する提案（様式 6） 

(8)関係書類1 

 ア 印鑑証明書（受付日前 3 か月以内に発行されたもの） 

イ 商業登記簿謄本（受付日前 3 か月以内に発行されたもの） 

ウ 納税証明書（3.4(10)に該当しないことを証するもの） 

エ 財務諸表（最新決算年度のもの、写し可） 

                                                
1 流山市有資格者名簿に登載されている場合は添付不要です。 



流山市地域公共交通活性化協議会準備会及び  

第１回流山市地域公共交通活性化協議会  

議案補足資料  

 

 

議案第１号   

「流山市地域公共交通活性化協議会規約」について  

・本協議会の規約を決めるものです。  

・規約では、協議会の所掌する事業に関すること、協議会の組織に関す

ること、を規定しています。  

・協議会の所掌する主な事業については、地域公共交通の活性化及び再

生に関する法律第５条（地域公共交通網形成計画）の策定及び実施に

関することとしています。  

・協議会の組織については、協議会の構成員、会長・副会長・監査委員・

事務局を置くこと、分科会の設置や委員の派遣を行えることとしてい

ます。  

 

議案第２号   

「会長及び副会長の選任」について  

・流山市地域公共交通活性化協議会規約第５条の規定に基づき、会長及

び副会長の選任を行います。  

・学識経験者として、名古屋大学の加藤博和教授を会長に、日本大学の

藤井敬宏教授を副会長に選任するものです。  

・なお、その他の役員については、第２回流山市地域公共交通活性化協

議会において選任します。  

 

議案第３号   

「流山市地域公共交通活性化協議会会議運営規程」について  

・流山市地域公共交通活性化協議会規約第７条第７項の規定に基づき、

協議会の会議の運営について決めるものです。  

・会議運営規程では、会議は原則公開とすること、議長の役割、会議録

の作成等について規定しています。  

 

議案補足資料  



 

議案第４号   

「流山市地域公共交通活性化協議会事務局規程」について  

・流山市地域公共交通活性化協議会規約第１１条の規定に基づき、協議

会の事務局の運営について決めるものです。  

・事務局規程では、事務局の所掌事務や専決事項、事務局長等に関する

こと、文書や公印の扱いに関することについて規定しています。  

 

議案第５号   

「流山市地域公共交通活性化協議会財務規程」について  

・流山市地域公共交通活性化協議会規約第１３条の規定に基づき、協議

会の財務について決めるものです。  

・財務規程では、予算や決算に関すること、出納に関することを規定し

ています。  

 

議案第６号   

「令和２年度流山市地域公共交通活性化協議会収支予算書」について  

・流山市地域公共交通活性化協議会財務規程第３条第２項の規定に基づ

き、協議会の予算を決めるものです。  

・歳入としては、流山市からの負担金として１０，４２５千円、国から

の国庫補助金として５，０００千円、銀行預金利子として１千円を計

上しています。  

・歳出としては、会議の報酬等の会議費として４２５千円、事務費とし

て１千円、計画策定に係る調査研究費として１０，０００千円、流山

市負担金における国庫補助金相当分立替金を市に返還するため５，０

００千円を計上しています。  

 

議案第７号   

「計画策定に係る業者選定方法」について  

・計画策定に係る調査研究費を用いて、コンサルタントに調査業務を委

託することから、その業者選定の方法について決定するものです。  

・業者の選定方法については、公募型プロポーザル方式とし、選定委員

会を設置します。選定委員会の委員長は名古屋大学の加藤博和教授を

選任します。  



 

流山市地域公共交通活性化協議会について  

 

１．地域公共交通活性化協議会とは   

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第６条第１項の

規定に基づき、地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関す

る協議を行うため設置するものです。  

流山市では、令和２年度に地域公共交通網形成計画の策定を

目指しており、今回、新たに協議会を組織しました。  

 

２．  地域公共交通網形成計画とは  

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、「地域

にとって望ましい公共交通網の姿」を明らかにするマスタープ

ランとしての役割を果たすもので、地域公共交通の現状・問題

点、課題の整理を踏まえて、まちづくりと連携した公共交通ネッ

トワークを再編することにより、持続可能な地域公共交通網を

形成することを目的として策定するものです。  

 

３．協議事項  

（１）地域公共交通網形成計画の作成及び変更に関すること。  

（２）地域公共交通網形成計画に位置付けられた事業の実施に

関すること。  

（３）道路運送法及び道路運送法施行規則に基づく協議会にお

ける協議に関すること。  

（４）前各号に掲げるもののほか、市内の公共交通の事業の実施

に当たり必要なこと。  

 

４．構成員  

構成員については、法律の規定に基づき、下記のとおりとして

います。  

（１）学識経験のある者  

（２）関係する公共交通事業者等  

（３）一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車

参考資料２  



 

運送事業者及びその組織する団体  

（４）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組

織する団体  

（５）関係する道路管理者  

（６）関係する公安委員会  

（７）公共交通利用者（流山市民）  

（８）地方運輸局長  

（９）関係する行政機関  

（１０）流山市  

※委員の詳細につきましては、別添の委員名簿をご覧ください。  

５．協議会の収支の仕組みについて  

 

 

 


